
 

 

 

 

 

平平平平    成成成成    26262626    年年年年    度度度度    

 

 

石狩市教育委員会会議（石狩市教育委員会会議（石狩市教育委員会会議（石狩市教育委員会会議（10101010 月月月月臨時臨時臨時臨時会）議案会）議案会）議案会）議案    

    

    

    

    

議案第１号議案第１号議案第１号議案第１号    石狩市教育委員会委員長の選挙石狩市教育委員会委員長の選挙石狩市教育委員会委員長の選挙石狩市教育委員会委員長の選挙についてについてについてについて    

議案第２号議案第２号議案第２号議案第２号    石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石石石石    狩狩狩狩    市市市市    教教教教    育育育育    委委委委    員員員員    会会会会    

    



日日日日    程程程程    

日日日日    時時時時        平成平成平成平成 26262626 年年年年 10101010 月月月月１１１１日（日（日（日（水水水水））））    15151515 時時時時 00000000 分分分分    

場場場場    所所所所        市役所本庁舎市役所本庁舎市役所本庁舎市役所本庁舎４４４４階階階階    教育長教育長教育長教育長室室室室    

 

日程第１日程第１日程第１日程第１    署名委員の指名署名委員の指名署名委員の指名署名委員の指名    

    

日程第２日程第２日程第２日程第２    議案第１号議案第１号議案第１号議案第１号    石狩市教育委員会委員長の選挙石狩市教育委員会委員長の選挙石狩市教育委員会委員長の選挙石狩市教育委員会委員長の選挙についてについてについてについて    

議案第２号議案第２号議案第２号議案第２号    石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定についてについてについてについて    

    

日程第日程第日程第日程第３３３３    その他その他その他その他    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号     

石狩市教育委員会委員長の選挙石狩市教育委員会委員長の選挙石狩市教育委員会委員長の選挙石狩市教育委員会委員長の選挙にににについてついてついてついて     

            平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年１０１０１０１０月月月月１１１１日提出日提出日提出日提出     

    

                                                                                                教育長教育長教育長教育長    鎌鎌鎌鎌    田田田田    英英英英    暢暢暢暢     

    

        このことにこのことにこのことにこのことについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３         

１年法律第１６２号）第１２条、石狩市教育委員会会議規則（昭和５３年教１年法律第１６２号）第１２条、石狩市教育委員会会議規則（昭和５３年教１年法律第１６２号）第１２条、石狩市教育委員会会議規則（昭和５３年教１年法律第１６２号）第１２条、石狩市教育委員会会議規則（昭和５３年教             

育委員会規則第５号）第５条の規定に基づき、石狩市教育委員会委員長の選育委員会規則第５号）第５条の規定に基づき、石狩市教育委員会委員長の選育委員会規則第５号）第５条の規定に基づき、石狩市教育委員会委員長の選育委員会規則第５号）第５条の規定に基づき、石狩市教育委員会委員長の選         

挙を行う。挙を行う。挙を行う。挙を行う。     

    

    

    

議案第２号議案第２号議案第２号議案第２号     

石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定について石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定について石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定について石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定について     

            平成２６年１０月１日提出平成２６年１０月１日提出平成２６年１０月１日提出平成２６年１０月１日提出     

                                                                                                        教育長教育長教育長教育長    鎌鎌鎌鎌    田田田田    英英英英    暢暢暢暢     

    

    このことにこのことにこのことにこのことについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１         

年法律第１６２号）第１２条、石狩市教育委員会会議規則（昭和５３年教育年法律第１６２号）第１２条、石狩市教育委員会会議規則（昭和５３年教育年法律第１６２号）第１２条、石狩市教育委員会会議規則（昭和５３年教育年法律第１６２号）第１２条、石狩市教育委員会会議規則（昭和５３年教育             

委員会規則第５号）第６条の規定に基づき、石狩市教育委員会委員長職務代委員会規則第５号）第６条の規定に基づき、石狩市教育委員会委員長職務代委員会規則第５号）第６条の規定に基づき、石狩市教育委員会委員長職務代委員会規則第５号）第６条の規定に基づき、石狩市教育委員会委員長職務代             

理者の指定を行う。理者の指定を行う。理者の指定を行う。理者の指定を行う。     

    

 

 


